
 1 / 508 

 

 

平成２７年（ワ）第１３５６２号 福島被ばく損害賠償請求事件 

原 告 井戸川克隆 

被 告 東京電力ホールディングス株式会社  

被 告 国 
 

                              

原告最終準備書面第 43 号 第６分冊 

    

２０２４（令和６）年１月１７日 

 

 

東京地方裁判所 民事第５０部 合ろ係 御中 

 

 

原告 井戸川克隆 

 

     平成の乱 
 

 

原告最終準備書面第 43 号 

第１分冊 事故前の真実 

第２分冊 事故発生 

第３分冊 事故隠しの正体 

第４分冊 事故の総括 

第５分冊 怨念で死す 

第６分冊 平成の乱 

第７分冊 憤怒で⿁になった原告 

第８分冊 まとめ 



 2 / 508 

 

内容 
あらすじ .................................................................................................................................. 3 

第 1 章 訴追に至る理由 ......................................................................................................... 4 

１ 訴状再掲 .................................................................................................................... 4 

２ 原告と被告の立ち位置 ............................................................................................ 72 

３ 計画がありながら実施しなかった ........................................................................ 152 

第 2 章 平成の乱 ................................................................................................................ 158 

1 福島県の任務懈怠を示す ........................................................................................ 158 

２ 本件事故に至った主因 （１） ........................................................................... 159 

３ 本件事故に至った主因 （２） ........................................................................... 164 

４ 本件事故前には原子力災害対策マニュアルがあった .......................................... 173 

５ 平成の乱に襲われる前の双葉町 ........................................................................... 177 

６ 平成の乱に襲われた後の双葉町 ........................................................................... 182 

７ ２０２４年１０月２１日の出来事 ........................................................................ 191 

８ 原告にはウソに騙されなければならない義務はない .......................................... 319 

第 3 章 原発に潜むウソを暴く .......................................................................................... 320 

１ 中野洋一著 重要な指摘を掲載 ........................................................................... 320 

２ 責務を偽装 ............................................................................................................ 448 

３ 公務員はウソつくな .............................................................................................. 450 

４ 法の不遡及 （wikipedia より） .......................................................................... 454 

第 4 章 損害論 ................................................................................................................... 455 

１ 被った被害・損害を具体的に主張する ................................................................ 455 

２ 原告らの被ばくは避けられた ............................................................................... 457 

３ 避難生活計画無き避難指示 ................................................................................... 458 

第 5 章 人災の構図 ............................................................................................................ 459 

１ 悪質な人災の構図 ................................................................................................. 459 

２ 日本の恥さらし ..................................................................................................... 460 

３ 広島・⾧崎原爆の偽装と世論操作 ........................................................................ 466 

３ ２０ミリシーベルト以下という偽装 .................................................................... 467 

４ 放射能汚染列島 ..................................................................................................... 483 

むすび .................................................................................................................................. 507 

 

 

 



 3 / 508 

 

あらすじ 

  東日本大震災に伴う東京電力株式会社福島第一原子力発電所の事故（以下、

「本件事故」という。）は、原告ら双葉町民に安全だと言いながら、本件事故

を回避する手立てをウソ・偽りで騙してきた悪因悪果である。 

  本件事故後のウソ・偽りは、被告東京電力のみならず被告国までも偽装に公

権力を使い、原告ら双葉町民を超えて国民にウソをついてきた。 

  このウソの理由は、被告らの保身と賠償金の減額に大きく寄与するためで

ある。 

  ウソの証拠は、原子力災害対策マニュアルと原子力災害対策特別措置法を

本件事故前と本件事故後に改ざんしたものと比較すると、被告らの証拠隠滅の

姿が見えてくる。 

  本件事故から見えてきたのは、原子力発電所立地は、無知でお人好しで好ん

で被ばく労働者になって喜んでいたことが表面化されている。原子力産業の

特徴は、原子力ムラそのものであり、自分たちの利益の為に他を寄せ付けない

秘密結社のようなものだ。 

  それを見事に示している例は、 「学校の先生たちが運動会をやるのに事前の

準備と、前日予行演習を校庭で、先生、児童・生徒とみんなでやっておきなが

ら、当日には、先生たちだけが予行演習はなかったふりをして、屋内運動場で

バレーボールをやっていた。」（事故発生時の原子力災害対策特別措置法と原

子力災害対策マニュアル等を排除して、自分たちに責任が及ばないシナリオ

で）という、常識では考えられない蛮行を行っている。 

  原告は、双葉町⾧就任以来、毎年行われる「原子力防災訓練」には参加して

いた。事故前の平成２２年１１月２５・２６日に行った防災訓練は、双葉町を

メイン会場にして福島県が主催で行われたので、翌２３年３月１１日の事故発

生においては、過去の訓練の実績のとおりに行うものと考えていたら、全く違

うシナリオで、発電所所在町ら浪江町、双葉町、大熊町、富岡町、楢葉町、広

野町らを排除して、政府と規制主務省庁の原子力安全・保安院らが、事故情報

を囲い込み、発電所所在町に喫緊の事故現場情報を閉ざした。 

  菅直人政府原子力災害対策本部⾧が 12 時間遅れの１２日 5 時４４分に１０

ｋｍ以内の発電所所在町に避難指示を出した。この時ベント情報を知る立場
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の、第一原子力発電所に常駐の原子力保安検査官たちは、周辺自治体の住民よ

り早く発電所から避難していた。 

こればかりではない、本件事故前後においてすべてがウソまみれで、発電所

所在町を騙し続けている。損を与えていることはサギであり犯罪なので、本書

においては、一部かもしれないが騙されて、人生のすべてを壊された悲鳴を、

裁判官の皆さんに聞いていただきたいという思いで綴りました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 1 章 訴追に至る理由 

 １ 訴状再掲 
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        ―原発に関する国の規制権限 法令等関係図省略― 
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―以下、原告の主張と重なるので省略― 
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  ―１０１頁― 
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―図 3.2.1-1 省略― 
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 ２ 原告と被告の立ち位置 

   原告の立場から見た事故模様 
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  インチキな官邸政府原子力災害対策本部 

総理官邸応接室  2011 年 4 月撮影 海江田ノートより 
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生存中の横山妙子の内出血痕 ≪撮影 原告≫ 
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 避難前に放射能を出したので核攻撃に至った 



 97 / 508 

 

 
 

 
 



 98 / 508 

 

 

 

 

 



 99 / 508 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 100 / 508 

 

 

    核攻撃された食品は安全ではない 
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  以下は拡大版 
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核攻撃   
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      ≪ＮＨＫメルトダウン「放射能大放出の真相」より≫ 

 

 

核攻撃発生 
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本件を核攻撃と呼ぶのは、違法だから 
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核害 
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３ 計画がありながら実施しなかった 

  以下は、本件事故の前に作られていた事故時のマニュアル。しかし、本件事

故後には、全て実施されていない。「任務懈怠」の証拠 （文部科学省資料から） 
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第 2 章 平成の乱 

1 福島県の任務懈怠を示す 
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 ２ 本件事故に至った主因 （１） 
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  原告が上記、記事に本件事故の主因としてコメントしているが、どこからも、

誰からも反論がないので、大勢の国民が認めているものと考えている。 
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３ 本件事故に至った主因 （２） 
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４ 本件事故前には原子力災害対策マニュアルがあった 
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５ 平成の乱に襲われる前の双葉町 

 
 

 



 178 / 508 

 

 

 

 

 



 179 / 508 

 

 

 
 

 



 180 / 508 

 

 

 

 

 



 181 / 508 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 182 / 508 

 

６ 平成の乱に襲われた後の双葉町 
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【１９３頁につながる】 
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以下は、双葉町内の現在の状況写真（原告撮影  2025.1.7） 
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 ７ ２０２４年１０月２１日の出来事 

  
   ㈱丸井新事務所              掃除機で床の埃を回収している 

 

 

 

 回収ダスト放射性物質測定依頼報告書   証拠 甲ハ第 182 号証 
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  という数値が観測された。ここは、被告東電が示した、双葉町が避難解除し

たという産業交流センターの南に位置する㈱丸井の新社屋の屋内で、掃除機で

床から回収したダストから放射性物質の汚染度合いを調べるために実施した

結果である。 

  この結果から、事故前の被告東電が実施していた、原子力発電所で低線量廃

棄物とされていた１００Bq/kg 以上と比べると２７００Bq/kg は２７倍とい

う驚愕の高さになっていることが分かる。 

  したがって、被告東電が避難解除されたと主張する産業交流センター付近は、

避難解除されては困る放射能汚染地域なので、人が住んでいけない地域なので

ある。 
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【１８６頁よりつながる】 
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 チェルノブイリ出張報告書の虚偽文書を正しく和訳すると、虚偽・騙しが

以下のように見えてきた。 
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  ≪文部科学省の資料から≫ 
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上記に対し、質さなければならないことがある。誰が、

誰に対して、このような基準を作ったのかの説明と文責
が示されていない。この表を作画したのは、原告が役場
職員に指示して作らせたものであるが、原稿はチェルノ
ブイリ事故調査へ赴いた官僚の報告文を表化したもので
あって、チェルノブイリ法と日本の２０ミリシーベルト
という数値は、如何に日本国民を愚弄したものという判
断を福島県民に限らず、日本国民に周知するためだった。   

原告は、日本の規制当局の出鱈目さと、チェルノブイリ
法の整然と自国民を守る姿勢を、日本国民に周知させる
ことを目的にこれを表化したのである。日本には事故前
から一般公衆の被ばく限度は 1 ミリシーベルト以下と告
示されていることは、多くの国民に周知されている。福
島県民と他地域の国民と１対２０という差別が生まれて
いる。これは、差別被害なので損害賠償を請求しなけれ
ばならないと考えている。 
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８ 原告にはウソに騙されなければならない義務はない 

   原告には、ウソに騙されなければならない義務は存在しない。本件事故に

至る経緯から調べても、国民として、双葉町民として、双葉町⾧としてウソに

騙される理由と義務はなかった。 

しかし、本件事故に際して、一つ目のウソは、事故発生前には、「止める」、

「冷やす」、「閉じ込める」という３つの言葉で、被告東電と被告国は事故が起

きないと、いたるところで断言していた。この 3 つの言葉には、免責事項は含

まれておらず、完全なる約束だったので、ウソの清算が待っている。 

   

  二つ目のウソは、事故が起きないと言いながら、３つの言葉に相反する原子

力防災訓練を行ってきたのは、事故が起きないという約束違反に当たるが、万

に一つという観点からだと考えてきた。ところが事故が起きたら防災訓練の

結果を本件事故ではなかったことにして、菅直人政府原子力災害対策本部⾧

の独裁という、日本の民主主義の骨格の発電所周辺の自治体との 「対話・合意

形成・情報の共有」を阻み、一方的な対応で原告ら発電所周辺の自治体及び住

民・国民に膨大な損害を与えた。 
 

  三つ目のウソは、発電所周辺監視区域外の一般公衆の生活の場に０．００５

ミリシーベルト以上は放出しないことだった放射性物質を、際限なく現在も放

出させ続けている上に、今度は、放出させた放射能の被ばくは「直ちに健康に

影響がない」と、枝野幸男官房⾧官に放出開始の初期にウソを公言させた。又、

福島県は山下俊一を招聘して「100 ミリシーベルト以下は発症しない」と証拠

のないウソを言いふらさせた。被ばく障害には即発性と晩発性があり、事故相

早々に症状が現れないことをいいことにしてウソをついた。    

 

  四つ目のウソは、２００２年から地震調査研究推進本部が、⾧期評価につい

て問題提起していた大津波問題を、内閣府中央防災会議が大津波予測を太平

洋沿岸市町村に通知して、津波被害防止対策をさせなかったことを利用して、

被告東電は津波対策を行わない理由にした。 
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  五つ目のウソは、放射線医学総合研究所の明石真に、「双葉地区住民はハイ

リスク群」と呼ばれるように、本件事故において最大・最高の直接被ばくを強

いたが、被告東電と政府原子力災害対策本部は何食わぬ顔をしていて、謝罪す

らしていないのは、ウソの罪の意識があるためと受け止めている。 

 

  六つ目のウソは、菅直人政府原子力災害対策本部⾧が本件事故の対応の全

部を独裁し、防災訓練で約束していた事故対応組織を断りもなく阻害して、発

電所周辺の自治体の参加を阻み、放射性物質の被ばくの事実を隠ぺいし、この

ための発症を隠すために、法外な内閣府原子力被災者生活支援チームという

組織を作り、２０ミリシーベルトというウソの数値で、新たに被ばく被害を拡

大させた。 

 

七つ目のウソは、内閣府原子力被災者生活支援チームがウソの２０ミリシー

ベルトという数値で賠償区域を区分けし、１ミリシーベルト以下としなければ

いけなかった既得権をウソで葬り、実害を２０分の１に矮小化させ、不当な避

難解除を迫り、被ばく被害を拡大させた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 3 章 原発に潜むウソを暴く 

 １ 中野洋一著 重要な指摘を掲載 
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３ 公務員はウソつくな 
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   以上は、下記の「法の不遡及」にも関連されるもので、本件事故に思いつ

いたような２０ミリシーベルトという数値は本件事故には通用されないも

のと考えなければならない。 
 

    ４ 法の不遡及 （wikipedia より） 

   法の不遡及 （ほうのふそきゅう）とは、法令の効力はその法の施行時以前

には遡って適用されないという法体系における理念の一つである。 

罪刑法定主義・大陸法に分類される法体系では一般原則として強く支持さ 

れているが、コモン・ロー ・英米法に分類される法体系では一応存在する程

度の理念である。 

概説 

[編集] 

法令は施行と同時にその効力を発揮するが、原則として将来に向かって適

用され法令施行後の出来事に限り効力が及ぶ[1][2]のであり、過去の出来事に

は適用されない[2]。これを法令不遡及の原則という[2]。 

人がある行為を行おうとする場合には、その行為時の法令を前提としてい

るのであるから、その行為後の法令によって予期したものとは異なる効果を
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与えられたのでは法律関係を混乱させ社会生活が不安定なものとなるため

である[2]。 

以上の法令不遡及の原則は法解釈上の原則であって、立法政策として一切

の法令の遡及が認められないわけではない[3]。法令の内容によっては施行日

前の過去のある時点に遡って法令を適用する必要がある場合もあるからで

ある[1][3]。国民に利害関係が直接には及ばない場合や関係者にとって利益に

なる場合などである[3]。このように法令を過去のある時点に遡って適用する

ことを法令の遡及適用という[1][3]。 

法令の遡及適用は法令不遡及の原則の例外であり、立法上いつでも認め 

られるわけではない[3]。法令の遡及適用は過去の既成事実に新たな法令を適

用することとなり、法律関係を変更してしまうことになるから、あくまでも

例外的な措置であり遡及適用を認めるには強度の公益性がある場合でなけ

ればならない[1][3]。特に刑罰法規については国民に対して重大な損害を及ぼ

すことになることから法令の遡及適用は禁じられている[1][4]（後述の刑罰法

規不遡及の原則）。 

刑罰法規不遡及の原則 

[編集] 

刑罰法規不遡及の原則とは、実行時に適法であった行為を、事後に定めた法令

によって遡って違法として処罰すること、実行時よりも後に定めた法令によ

ってより厳しい罰に処すことを禁止する原則をいう。事後法の禁止、遡及処

罰の禁止ともいう。刑法の自由保障機能（罪刑法定主義）の要請によって認

められた原則である。 
 

第 4 章 損害論 

   １ 被った被害・損害を具体的に主張する 

   双葉町⾧を騙したことから始めると、事故を予見するに必要なデータ、資

料が隠ぺいや改竄されたこと。何が改ざんされたのかと言えば、 「平成 17 年

福島県沿岸市町津波避難計画策定の手引き」が⾧期評価に基づいていなかっ

たこと。 

その後に続いた、電源地域振興センターが資源エネルギー庁から委託され

た双葉町津波防災計画策定基礎調査報告書の作成において、⾧期評価を反映
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していない「平成 17 年福島県沿岸市町津波避難計画策定の手引き」で、低

い津波の波高を示し、第一原子力発電所に及ぼす津波の影響を小さく見せて、

双葉町民が原子力発電所の津波の影響を心配させないための印象操作を狙

ったことと思う節がある。 

   現に、原告はこの報告書を見て双葉町における最大津波波高を３．８ｍだ

と、思い込んでいた。今思えば、思い込まされていたのかもしれない。 

   原告が津波対策に慎重でなかったのは、被告らを紳士だと思い込んでい

たので油断した。誰しも最初からサギ師と思わないから、未だにサギ事件が

後を絶たない。 

 

   原告が本件事故をサギと決めつけているのは、発電所を「止める」、「冷や

す」、「閉じ込める」の事故防止対策を完全にしていないで、安全という言い

ふらしを続けてきたことが一番重いサギと決めつけている。 

このサギ被害の種類と数は、事故前に準備していた防災訓練の経験を無い

ものにして、原告ら発電所所在町を事故対応から排除して対話と事故情報の

共有を阻み、交渉・要求を遮り、違法な対応を押し付けて不利益を与えたこ

と。これには、官邸と経済産業省、文部科学省ら原子力規制に当たってきて

いた官僚の身分を守るために、事故の批判から遠ざけた。 

 

これらの結果、被ばく被害、避難の範囲を狭くする、100 ミリシーベルト

以下は発症しないという変な専門家の登場と流布、緊急時環境放射線モニタ

リング結果を公表しない、ステークホルダー・ミーティングを開かない、義

務のない２０ミリシーベルトという数値の強要、汚染実態に沿った避難エリ

アを設定しない、スピイディ情報を止める、初期被ばく医療を実施しない、

被ばく前の安定ヨウ素剤の服用をさせなかった、被害者と加害者との直接対

談をさせない、事故後のすべてにおいて対話、合意・同意を得ないで強制し

ている等、まるで独裁国家の様相を示している。 

 

本件事故の被害・損害のすべては、当事者から委任されていない第三者が、

承諾もなしで、当事者の利益に関することを避難開始から今日まで勝手に決

めてきていることは、奇想天外でありまるでサギ師に騙されているようだ。 
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    ２ 原告らの被ばくは避けられた 

   本件事故の初期被ばくは、防災訓練の時のように原子力防災専門官が、原

災法第 10 条通報を発電所から受信したら、あらかじめ決められていた防災

要員へ一斉召集装置で参集の合図を発信していたら、双葉町からも大浦要員

が緊急事態応急対策拠点施設（オフサイトセンター）に行くことができた。

第１５条通報が１６時４０分頃に双葉町役場に着信したときも、原子力防災

専門官が参集要員へ参集のシグナルを出せば、参集できた。双葉町職員の大

浦と横山はその用意をしていたが、参集の合図はなかった。 

 

これが、本件事故の異常の始まりだった。この後、停電を理由に参集の合

図をしなかったが、本当に停電でつながらなかったなら、大熊町の職員がい

たのだから、大熊町から関係先に電話で連絡を頼めば参集させることは可能

だったが、それを行った形跡は見当たらない。原子力防災専門官が積極的に

参集要員を参集させようとすればいくらでも手段はあったはずだが、本件事

故後に原子力防災専門官の所在を確認したことがなかったので、不在だった

のか、それとも意図的にオフサイトセンターの機能を立ち上げ内容にしたの

か確認できないが、積極的に立上げをしないようにしたと、彼らのその後の

動きから推定される。 

 

このため、原告（双葉町災害対策本部⾧）は３月１１日から事故現場の生

の情報がこなくなり、孤立した。この陰で、盛んに官邸は事故情報の開陳を

拒んで、限られた情報だけを公表していた。1 号機のベントについて詳細が

伝わっていなかったので、騎西高校に来て 4 月になってから、報道機関の報

道でベントの実体を知ったのだから、後の祭りにされてしまった。 

 

本件事故では、一事が万事事故情報は菅直人政府原子力災害対策本部⾧に

集中されて、発電所周辺の自治体及び住民には、本当に必要な生の情報は閉

ざされていた。事故前の防災訓練では、想像することさえできない蛮行を、

菅直人政府原子力災害対策本部⾧らが行ったために、情報がきちんと届けら
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れていれば避けることができた被ばくを、情報の囲い込みによってさせられ

たのである。これは犯罪だと原告は考えている。 
 

    ３ 避難生活計画無き避難指示 

   3 月１１日は予期せぬ事態だった。原告は、地震調査研究推進本部が公表

した「⾧期評価」など、聞いた記憶になかったので、ただ、慌てふためいて

いたという表現がぴったりくる状況だった。何が起きたのか、何が起きよう

としているのか、情報が錯そうしていて目前しか見えていなかった。原告目

前は、津波被災者の捜索と救助、及び地震被害の状況把握と生活維持が課題

だった。原子力発電所の情報はなく、心配などしている暇はなかった。昨年

の避難訓練でも、その前の訓練でも本件のような過酷事故を想定したもので

はなく、訓練を終えて自宅に、職場に戻ることだったので、保安院が作った

マニュアルの訓練自体も机上論なので、やった感だけが残るものだった。し

かし、本件事故は大きく違った。本件はワンスルーの片道切符で避難すると

いう先の見えない旅路につかされた。 

この原因は１００％、１０００％ともいう、先の見えない避難を強いられ

たのである。 

ここで問題になるのは、避難生活計画のない無法状態のままで、この後の

人生を過ごさなければならないことは、被告東電の不作為で、舵もない、エ

ンジンもない船旅に追い出された。本件事故前には、双葉町、双葉町民のそ

れぞれには、屋根があり、エンジンも、舵もある自分の船という終の住処が

あり、家族が共同生活をしていたのが、難破したのである。原告の災難とい

うのは、難破船のかじ取りと家系の維持・継承、歴史と伝統の維持・継続、

町民の安寧、家計・生活の維持、生業の継続、医療・福祉の維持、生産と消

費そして処分と言ったインフラの維持、墳墓の維持等を全部避難させなけれ

ばならない。 

 

これを東京の官邸の双葉町を知らない政治家たちの机上論で維持 ・継続で

きるはずがない。これは、もう一つの本件事故による被害である。 

本件事故後、この問題が置き去りにしておいて、政治家たちは放射能がた
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っぷり残っている地元へ帰り、核のゴミ片づけを強いて、事故は終わったと

公言している始末である。 

 

このような不始末を他人に押し付けることは、犯罪であり、迷惑な話であ

る。本件事故は、まだ正式な対応が始まっていない。いつになったら正式な

原子力災害合同対策協議会が開始されるのだろうか、これでは、いつまでも、

時効は訪れない。 
 

第 5 章 人災の構図 

１ 悪質な人災の構図 
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 ２ 日本の恥さらし 

菅直人  （PRESIDENT Online  「最悪のシナリオ」を回避するために「誰が命

をかけるのか」という問い）より引用 

 
記者会見する菅直人首相（2011 年 3 月 13 日夜、東京・首相官邸） 

 

原発にはこういうリスクがある…あなたは 700 人の作業員に｢国のために死

を覚悟せよ｣と命令できるか｢最悪のシナリオ｣を回避するため｢誰が命をかける

のか｣という問い 

2011 年 3 月の福島第一原発事故では、人命を懸けた収束活動が行われた。そ

こにはどんな法的根拠があったのか。NHK ディレクターの石原大史さんの著書

『原発事故 最悪のシナリオ』（NHK 出版）から、「東日本壊滅」の危機に直面し

た菅直人元総理大臣らの対応を紹介する― 
 

東電の内部資料によれば、このとき、15 日 6 時 16 分。テレビ会議システムで

本店とつながっていた第一原発の吉田昌郎所⾧から、異常事態発生の緊急連絡

が入った。当時首相補佐官だった寺田学衆議院議員は振り返る。 

【寺田】勝俣会⾧と武藤副社⾧、政府側も私と総理と数人ぐらいになって話して

いたと思うんですけど。テレビ会議を通じて現場の吉田所⾧と話していたと思う

んです。急に吉田所⾧の声のトーンが変わって、「緊急事態だ！」とお話をされ

て、一気に緊迫した雰囲気になったのは記憶しています。怒鳴り声のような感じ

でしたね。緊急事態で、多分大きな音がしたとか。とりあえず本店側と話すこと

を一時中断して、現場の様子を把握したいみたいなことを話されたと思います。 
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第一原発では、14 日夕方から 2 号機の危機的状況が継続していた。14 日夜から

15 日未明にかけて、注水は断続的に行われていたものの、原子炉の圧力は安定

せず、炉にどの程度水が入っているのかも定かではなかった。 

菅らが東電本店に乗り込んできた 15 日早朝、5 時台でも状況は変わっていな

かった。誰もが 2 号機の状況を案じている中で、さらなる異常事態が発生した。

このときのやりとりを記録した東電の内部資料には、緊迫した報告が分単位で

続いたことが記されている。 

 

「2 号機でボンという音がした」 

06：16 「1F S／C（サプレッションチェンバー／圧力制御室）圧力 0。減圧

沸騰している模様」 

06：18 「1F S／C の底が抜けたか、先ほど音がした」 

06：20 「1F 退避も考える」 

06：21 「1F 現場の人間を引き上げる」 

06：24 「1F メルトの可能性（所⾧）」 

06：27 「1F 退避の際の手続きを説明」 

 

伊藤哲朗内閣危機管理監は、このとき、東電本店へは同行せず、官邸地下の危

機管理センターに残っていた。伊藤のもとへは、刻一刻と詳細な報告が上がって

いた。 

【伊藤】6 時 48 分にですね、2 号機でボンという音がしたという報告が入りま

して。最小限の人員を残して、2F、福島第二原子力発電所の方に避難しますとい

う報告が東京電力から入ってきたんですね。そうしたときに 7 時半にですね、

東京電力からまた報告が入って、件名が「1F から 2F への退避について」という

報告で。線量が落ち着いてきているため、ある程度の復旧要員 50 名程度を 1F

に残す方向で検討していますという報告だったんです。 

基本的に、「ある程度の要員は残すけれども、50 名程度しかもはや残りません

よ」という意味での報告だったんで、いよいよ怖れていた事態が近づきつつある

なというふうに思いました。 

 

原発構内の作業員 700 人に迫る「最悪の事態」 
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吉田は、発生した爆発音から、2 号機の格納容器破損の可能性があると判断し

た。異変が起きた時点で第一原発にはおよそ 700 名の人員が残っていた。破損

の規模が大きければ、もはや一刻の猶予も許されない。構内に残る所員の命にか

かわる致死線量となってもおかしくないからだ。 

当時、第一原発で作業にあたっていた元所員の男性も、このとき免震重要棟に

いた。怖れていた「最悪の事態」がついに到来したと強い恐怖を感じたという。 

 

【匿名氏】まだ薄暗かったと思うんですけど。寝てたんですよ、そのとき、確か。

上司から「行くよ」っていわれて、「え、どこっすか」っていったら、「2F に避難

すっから」っていわれて。たぶん、「爆発」っていわれたような記憶があるんだ

けどな。それで慌てて着替えて、タイベック（防護服）、全面マスクで。避難っ

て聞くとやっぱり、いよいよかって思いますよね。イメージはもう格納容器が爆

発ですよね。そしたらもう空間線量も上がってしまうんで、即死レベルの線量じ

ゃないんでしょうかね。 

撤退を許さない――。政府として決めた方針ではあった。 

しかし、現場の人員の前に死の恐怖が大きく口を開いて待ち構えているとき、

その方針を彼らにどうやって強いることができるのか。東電本店に乗り込んだ菅

が、東電社員の前で演説を行ってから、まだ 2 時間も経っていなかった。 

 

菅総理の判断は「給水のものだけは残せ」 

【寺田】小部屋の方で、吉田所⾧の申し出を受けた東電本店から、総理へ、「退

避はいいですか」と、「了解してもらえますか」とお伺いを立てていたのは記憶

にあります。 

——そのときの総理の判断は？ 

【寺田】「給水のものだけは残せ」と。 

——給水の人、水を入れる人ですね。 

【寺田】はい。いかに冷却をするか、燃料棒を水で冷やすかということが、東日

本壊滅を避ける絶対の作業ですので。そこの命綱だけは絶対に譲らんというこ

とだったんだと思います。作業員の方の健康の問題、命の問題はあるとは思うん

ですが、給水だけは続けて、なんとかこの原発だけは抑えて、日本を安全なもの

に導かなければならないと。 
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菅の判断は、「撤退は許さない」、しかし「注水要員を残しての退避は認める」

というものだった。これはいい換えれば、作業継続を東電に求めたことにほかな

らない。 

【菅】軍事的な問題であれば自衛隊ですし、事件的な問題であれば警察ですし、

あるいは、通常の意味での火災であれば消防ですが、危機的なときに、ある意味、

命を賭してその対応にあたるというのは、民主主義国家でも、そういうことが求

められるというのは十分あるし、それを任務として、責任としてやってくださっ

ているから、危機に対応できているわけですね。 

このときの東電事故でいえば、そういう対応する能力のある人たちというか、

部隊というのは、事実上、あの場面でいえば、東電の所員をおいていないわけで

すよ。 

 

収束活動の継続を強いる権限は本当にあったのか 

収束活動の放棄は、「東日本壊滅」を引き起こす。であるならば、その継続は、

たとえ人命が犠牲になろうが、諦めるわけにはいかない――。菅は、その瞬間に

も考えがぶれることはなかったと振り返る。 

 

だが、日本は、民主国家であり、法治国家である。国の最高責任者たる総理大

臣であっても、その権限は法によって制限されている。収束活動を継続するべき

だということはできても、それを強いる権限は本当にあったのか。私たちは菅の

見解を次のように質した。 

——日本国憲法 18 条では、「何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪

に因る処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない」と定めら

れています。ああいう事故が起きて、国家が、労働者である東電の人たちに「そ

こでとどまってくれ」といった場合、突き詰めれば、こういう問題と抵触する可

能性もあるのではないですか。 

 

「国の責任としてやらざるを得なかった」 

質問を聞いている間、菅の表情がみるみる変わっていくのがわかった。予想外

の質問に虚を突かれたのと同時に、「なぜそんなことを聞くのだ」という不快感

もいくぶん混じった複雑な表情だった。質問を聞き終えた菅は、そのまま天を仰
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ぐような仕草を見せ、10 秒余り沈黙した。その後、言葉を選び、以下のように

答えた。 

【菅】そういう個別の法律的なことまで、個別的にどの条項がどうだからという

ところまで当時考えたかというと、個別的な条項のことまでは考えていません。 

 

やはり国というものが、自分の国に対して責任を持つにはですね、どこかがや

らなくてはならない場面があると思っていました。また逆にいうと、それをやら

ないときに、どうなるかということを同時にずっと考えていました。つまり「最

悪のシナリオ」ではないですけれども、どんどんどんどん広範囲に避難して、そ

のことが場合によれば、また大勢の人命にもかかわるような 混乱を起こす可能

性 （原告判断：パニックを国民が引き起こすことを恐れているから、知らせない

というの犯罪だ）も当然あるわけで。ですから、それをやらないという選択は、

別の大きな問題を起こすことが、目に見えていますから。 

やっぱり、法律に基づいたかどうかということでいうと……、ある種、超法規

的なことだったと思います。しかし、私はそれはやらざるを得なかったと、国の

責任としてやらざるを得なかったと、いまでも思っていますが（原告判断：「や

らざるを得なかった」には、地元とのコミュニケーションと合意、同意が必要だ

った。これを菅は省いてしまい、受けなくても良い被ばくをさせられた人々には

被ばくを強制した。）。 

 

法律の“真空地帯”で下された「超法規的」判断 

元総理大臣による「超法規的」という発言は、きわめて重いものだった。 

「東日本壊滅」という「最悪の事態」を前にしたとき、個々の作業員の生命、身

体の安全より、事故収束活動を優先せざるを得なくなるというのが菅の判断だ

った。それは突き詰めていうなら、国家の最高規範である憲法によって誰もが保

障されている人権を、国家が侵すことがありうることを意味していた。 

だが、菅の判断を正当化する法律上の制度や手続きは、何も準備されていなかっ

た。そのことが生み出した“真空地帯”を前に、菅は「超法規的」な判断に踏み出

さざるを得なかったのだ。 

 

今回、私たちの取材に対し、東電は、この退避をめぐる事実関係について、「事
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故翌年の報告書に示している」と回答した。報告書に記載されているのは以下の

とおりである。 

 

東京電力株式会社「福島原子力事故調査報告書」（2012） 

本件は、本店と官邸の意思疎通の不十分さから生じた可能性があるが、本店も発

電所も、もとより作業に必要なものは残って対応に当たる考えであった。現実の

福島第一原子力発電所の現場においては、当社社員は原子力プラントが危機的

状況にあっても、身の危険を感じながら発電所に残って対応する覚悟を持ち、ま

た実際に対応を継続したということが厳然たる事実である。この行為は、総理の

発言によるものではない。 

 

東電や政府の報告書は重要な議論に触れていない 

この東電の報告書には、15 日早朝、東電本店で菅ら政権幹部と東電経営陣、

吉田らの間で行われた最も緊迫したやりとりについては何も触れられていない。 

 

これは、東電の報告書に限らず、政府や国会の事故調査報告書でも同様である。

国家が国民に「死」を強要することができないという憲法上の要請と、それを行

わなければ、国家自体が壊滅しかねないという矛盾。この議論は、これまでタブ

ーであるかのごとく 蓋
ふた

をされたままである。 （原告判断：蓋について意見を言

うと、菅のこの判断の陰で蓋をされていた原告ら双葉町民は、泣き寝入りをしな

さいという超法規的扱いをされなければならない法律も、理由もない。これを放

棄してうまく収まるはずがないことを知るべきである。） 

 

結局、15 日の朝、第一原発からは所員のおよそ 9 割、600 名以上が、第二原

発へと退避した。第一原発に残ったのは、吉田以下 69 名。事故収束作業は、こ

の人員で継続することになった。 

 

しかし、この少数の人間ですべての作業を行えるはずもない。「最悪のシナリ

オ」を回避するため「誰が命をかけるのか」という問いをめぐる混沌は、このの

ち、より鮮明な形で顕在化していく。 
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2003 年 NHK 入局。⾧崎放送局、大型企画開発センターなどを経て現在、制

作局 ETV 特集班ディレクター。制作した番組に ETV 特集「ネットワークでつ

くる放射能汚染地図」（第 66 回文化庁芸術祭大賞）、「薬禍の歳月 サリドマイド

事件 50 年」（第 70 回文化庁芸術祭大賞、第 41 回放送文化基金賞・最優秀賞）、

「お父さんに会いたい “じゃぱゆきさん”の子どもたち」、NHK スペシャル「空

白の初期被爆 消えたヨウ素 131 を追う」（第 56 回 JCJ 賞）など。共著に『ホッ

トスポット ネットワークでつくる放射能汚染地図』（講談社）、著書に『原発事

故 最悪のシナリオ』（NHK 出版）がある。 
                         以上 

 何ゆえに、ここに上記の記事を引用したかと言えば、菅直人政府原子力災害対

策本部⾧には、本件事故を仕切るだけの経験と、大事故を乗り切るだけの力量と

手腕がなかったということを、ここで証明するためである。 

 

 

    ３ 広島・⾧崎原爆の偽装と世論操作 

 原告が広島原爆の映画を見た小学生の時から、放射線被ばくはこの世の終わ

りだと思いながら育ったので、誰よりも放射線被ばくは悪だった。自分が高校を

終えて就職を考えたときに、原発現場に職場を求めなかった。工業高校の機械科

を出て原発に就職すれば、機械系統の仕事をさせられることは明白だったので、

給料が高くても職場とはしなかった。 

 原告は高校の時、物理と化学を少し学んだので、原子が物理的、化学的変化す

ることを少しだけ学んだ記憶があったので、「壊変」というプロセスに少し理解

ができた。 

 物理・化学を学ぶと、どうしても原子・電子の効用と悪影響を学ぶことになる。

放射性原子の影響は、人体には悪影響を及ぼす方が多いので、勢い、原告は放射

能・放射性物質を忌避するようになっていった。 

 このような視点から広島・⾧崎の原爆被害の多くが、物理的・生物学的判断を

せずに、政治的に症状を抑えて被害の実態を隠ぺいしてきた。この間、米軍の占

領下だったが、日本人の医・科学者には進んで国民の被害の隠蔽に加担してきた
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ABCC 委員会や放射線影響研究所という、平和を望む日本人離れした組織に職

を求める者と、米軍の原爆を高く評価したい軍部と結びつき、被ばく者の人体を

調査すれど治療せずという悪意の下で、広島・⾧崎の市民たちはモルモットにさ

れた歴史が続いてきている。 

 原告は特に注目しているのは、「黒い雨域」という仮想空間が、どのようにす

れば実現できるのだろうかといつも考えている。 

 例えが良いか、悪いかを別にして、偏西風の無い静止空間に蚊取り線香を置い

たときの煙の広がり方を本件事故以前から眺めている。蚊取り線香の熱で最初

はまっすぐ上へ向かう、この煙に熱が無くなると下降流となって降りてくる。こ

の流れが連続するので、やがて部屋一面に蚊取り線香の煙が充満する。これに偏

西風が加わると核分裂生成物が降下しながら横への流れになる。 

 この現象から原告は、黒い雨域という考えは、空想に過ぎないものと判断して

いる。 

 黒い雨域というのは、広島・⾧崎市民を被ばく被害を矮小化するために、誰か

が広げた風評被害ではないかとうたがっている。 

 本件事故には、黒い雨域という考えは通用しないので、この考えを推し進めよ

うとした山下俊一、高村昇、⾧瀧重信らの考えは間違っている。 

 

    ３ ２０ミリシーベルト以下という偽装 

  ２０ミリシーベルトという数値は、本件事故の正体を具現化している。 

  そこで、以前陳述したパワーポイントから抜粋して再現することにする。 
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   ４ 放射能汚染列島 
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  上記著書は、本件事故に伴う放射性物質、放射線被ばくを題材として執筆さ

れたもので、情報開示請求しながら取材をしたので、極めて信ぴょう性が高い

ので、ここに記した。しかし、ここに記しただけでは、到底詳しくはなく、ほ

んの概略になってしまった。原告は、この本を 100 冊購入して関係者に寄贈し

た。ここには出てきていないが、井上という方は、双葉町出身で、かなり放射

線を浴びたらしく亡くなっている。原告にとって、この本は永久保存と考えて

いる。 
 

むすび 

 第６分冊も⾧編になったが、「論より証拠」をもっとうに記したので、文書を

全部転写したものがあることは、主旨からご理解いただきたい。 

 本件事故後の対応はどこを向いても、ウソばかりなので事実を示しきれてい

ない。 

 本書を完読されるにはきついので、少しづつでもよいので最後まで目を通し

ていただくことを願っております。 

最後に、公人はウソをついては国が乱れ、やがて滅びてしまう歴史を数多く見

ているので、ウソをつくことが無いように日々、精進されることを願っておりま

す。 

                          つづく 
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以下は、本書４１４頁を再掲したものである。 

 
 

                            つづく 


